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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会(JSA)から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS K 8680:2006 は改正

され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和  年  月  日（改正公示日から 6 か月後）までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項

等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において，JIS K 8680:2006 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 K 8680：0000 
 

トルエン（試薬） 
Toluene (Reagent) 

C6H5CH3  FW : 92.14 
序文 

この規格は，1983 年に第 1 版として発行された ISO 6353-2 を基とし，技術の進歩に伴って，技術的内

容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，試薬として用いるトルエンについて規定する。 

警告 1 トルエンは，極めて引火性が強いので火気を避ける。また，有害なので，蒸気の吸入を避け，

目，粘膜及び皮膚へ付着させない。 

警告 2 この規格に基づいて試験を行う者は，通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は，その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。

この規格の利用者は，安全データシート（SDS）などを参考にして各自の責任において安全及び

健康に対する適切な措置を採らなければならない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 6353-2:1983,Reagent for chemical analysis - Part 2:Specifications - First series R 39 Toluene （MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

 JIS H 6201 化学分析用白金及び白金合金器具 
JIS K 0050:2019 化学分析方法通則 

JIS K 0061:2022 化学製品の密度及び比重測定方法 

JIS K 0062:1992 化学製品の屈折率測定方法 

JIS K 0068:2001 化学製品の水分測定方法 

JIS K 0114:2012 ガスクロマトグラフィ－通則 

CH3
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JIS K 0117:2017 赤外分光分析通則 

JIS K 0119:2008 蛍光 X 線分析通則 

JIS K 0970 ピストン式ピペット 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8001:2017 試薬試験方法通則 

JIS K 8089 2,3-インドリンジオン（試薬） 

JIS K 8101 エタノール（99.5）（試薬） 

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬） 

JIS K 8129 塩化コバルト（II）六水和物（試薬） 

JIS K 8142 塩化鉄（III）六水和物（試薬） 

JIS K 8155  塩化バリウム二水和物（試薬） 

JIS K 8180 塩酸（試薬） 

JIS K 8480 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン（試薬） 

JIS K 8529 臭素（試薬） 

JIS K 8574 水酸化カリウム（試薬） 

JIS K 8576 水酸化ナトリウム（試薬） 

JIS K 8842 ブロモチモールブルー（試薬） 

JIS K 8891 メタノール（試薬） 

JIS K 8951 硫酸（試薬） 

JIS K 8962 硫酸カリウム（試薬） 

JIS K 8983 硫酸銅（II）五水和物（試薬） 
JIS R 1302 化学分析用磁器蒸発ざら 

JIS R 3503:2007 化学分析用ガラス器具 
JIS R 3505 ガラス製体積計 

JIS Z 0701 包装用シリカゲル乾燥剤  

3 用語及び定義 

この規格には，定義する用語はない。 

4 種類 

種類は，特級とする。 

5 性質 

5.1 性状  

トルエンは，無色透明，揮発性の液体で，特異な臭いがある。エタノール（99.5）及びジエチルエーテル

に極めて混ざりやすく，水にほとんど溶けない。沸点は約 111 ℃で，引火点は約 4 ℃である。 

5.2 定性方法 



3 
K 8680：0000  

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

試料の赤外吸収スペクトルを JIS K 0117:2017 によって測定すると，波数 3 028 cm-1，2 920 cm-1，     

1 605 cm-1，1 496 cm-1，729 cm-1，696 cm-1 及び 455 cm-1付近に主な吸収を認める。試料調製は，JIS K 0117:2017
の 5.4a)（液膜法）による。窓板に臭化カリウムを用いたときの赤外吸収スペクトルの例を図 1 に示す。 

 
［出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所の有機化合物のスペクトルデータベースシステム（SDBS）

（チャート上にピークの波数を追記）］ 

図 1－赤外吸収スペクトルの例 

6 品質 品質は，箇条 7 によって試験したとき，表 1 に適合しなければならない。 
表 1 品質 

項目 規格値 試験方法 
純度（C6H5CH3）(GC) 面積分率 % 99.5 以上 7.2 
密度(20 ℃) g/cm3 0.864～0.868 7.3 
屈折率𝑛஽ଶ଴ - 1.496～1.498 7.4 
水分 質量分率 % 0.03 以下 7.5 
不揮発物 質量分率 % 0.001 以下 7.6 
酸（HCl として） 質量分率 % 0.001 以下 7.7 
塩基(NaOH として） 質量分率 % 0.001 以下 7.7 
硫黄化合物（S として） 質量分率 % 0.003 以下 7.8 
チオフェン（C4H4S として） - 試験適合 7.9 
硫酸着色物質 - 試験適合 7.10 

7 試験方法 

7.1 一般事項 

試験方法の一般的な事項は，JIS K 0050:2019 及び JIS K 8001:2017 による。 

7.2 純度（C6H5CH3）(GC） 

純度（C6H5CH3）(GC）の試験方法は，次による。 
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a) 器具及び装置 主な器具及び装置は，次による。 

1) マイクロシリンジ又は試料導入装置 0.2 µL～1.0 µL を採取できるもの。 

2) ガスクロマトグラフ 装置の構成は，JIS K 0114:2012 に規定するもの。 

b) 分析条件 分析条件は，次による。 

なお，ベンゼン及びエチルベンゼンとの分離が確認されている場合には，その条件を用いてもよい。 
表 2－分析条件の例 

固定相液体名 メチルシリコーン ポリエチレングリコール 

検出器の種類 水素炎イオン化検出器 

固定相液体の膜厚 5.0 µm 3.0 µm 

カラムの材質 石英ガラス 石英ガラス 

カラムの内径 0.53 mm 0.53 mm 

カラムの長さ 30 m 30 m～60 m 

カラム槽温度 70 ℃で 5 分間保持し，

10 ℃/min で 200 ℃まで昇温

し，2 分間保持する。 

60 ℃で 10 分間保持し，10 ℃/min
で 200℃まで昇温し，10 分間保持

する。 

試料気化室温度 200 ℃ 200 ℃ 

検出器槽温度 250 ℃ 250 ℃ 

キャリアガスの種類 ヘリウム又は窒素 

キャリアガスの流量（線速度） 5 mL/min（23 cm/s） 1.5 mL/min（6.8 cm/s） 

試料の導入方式 全量注入方式 全量注入方式 

試料の導入量 0.2 µL 1.0 μL 

c) 操作 操作は，次による。 
1) 試料をマイクロシリンジ又は試料導入装置を用いてガスクロマトグラフに導入してクロマトグラム

を記録する。 

2) クロマトグラムのピーク面積の測定は，JIS K 0114:2012 の 11.3 a)（データ処理ソフト又はデータ処

理装置を用いる方法）による。 

d) 定量法 ピーク面積を測定し，ピーク面積から，JIS K 0114:2012 の 11.5（面積百分率法）によって純

度（C6H5CH3）(GC）を算出する。 

7.3 密度（20 ℃） 

密度（20 ℃）の試験方法は，JIS K 0061:2022 の 6.3（比重瓶法）又は 6.4（振動式密度計法）による。 

7.4 屈折率 n20
D 

屈折率 n20
Dの試験方法は，JIS K 0062:1992 の 4.（液体試料の測定方法）による。 

7.5 水分 
水分の試験方法は，JIS K 0068:2001 の 6.3（容量滴定法）又は 6.4（電量滴定法）による。容量滴定法の

場合，試料 10 g（約 15 mL）をはかりとり，滴定溶媒は，JIS K 8891 に規定するメタノール又は水分計の

製造業者が推奨するものとする。電量滴定法の場合は，試料 2.0 g（約 2.3 mL）をはかりとり，電解液は，
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JIS K 8891 に規定するメタノール又は水分計の製造業者が推奨するものとする。 

7.6 不揮発物 

不揮発物の試験方法は，次による。 

a) 器具及び装置 主な器具及び装置は，次による。 
1) 蒸発皿 次のいずれかの蒸発皿で，大きさは，試料がその容量の 1/2 以下になるものを用いる。 

・ JIS R 1302 に規定する磁器蒸発皿又はこれと類似の形状の石英ガラス製若しくはガラス製蒸発  

  皿。 

 ・ JIS H 6201 に規定する合金以外の蒸発皿又はこれと類似の形状のアルミニウム製蒸発皿。 

2) デシケーター 乾燥剤として JIS Z 0701 に規定するシリカゲル（A 形 1 種）を入れたもの。 

3) 水浴 沸騰水浴として使用することができ，蒸発皿，ビーカーなどを載せられるもの。 

4) ホットプレート 約 100 ℃に調節できるもの。 

5) 定温乾燥機 105 ℃±2 ℃に調節できるもの。 

b) 操作  操作は，次による。 

   有害なトルエンの蒸気が発生するため，排気に注意して操作する。 

1) あらかじめ恒量とした蒸発皿（m1 g）に試料 100 g（約 115 mL）をはかりとる（m2 g）。用いる蒸発

皿などの容量に応じて，数回に分けて蒸発皿に入れてよい。 

2) 沸騰水浴又は約 100 ℃のホットプレート上で，蒸発乾固する。 

3) 定温乾燥機中で，105 ℃で 30 分間加熱する。 

4) デシケーター中に室温まで放置し，質量を 0.1 mg の桁まではかる（m3 g）。この質量があらかじめ恒

量とした蒸発皿の質量と比較して恒量の範囲であれば，操作を終了する。 

5) 4)の条件を満たさない場合，恒量となるまで 3)~4)の操作を繰り返す。 

c) 計算 不揮発物は，次の式によって算出する。 𝐴 = 𝑚ଷ − 𝑚ଵ𝑚ଶ − 𝑚ଵ × 100 

ここで， A： 不揮発物（質量分率 %） 
 m1： 恒量とした蒸発皿の質量（g） 
 m2： 試料を加えた恒量とした蒸発皿の質量（g） 
 m3： 蒸発及び乾燥後の蒸発皿の質量（g） 

7.7 酸（HCl として）及び塩基（NaOH として） 

酸（HCl として）及び塩基（NaOH として）の試験方法は，次による。 

a) ガス及び試験用溶液類 ガス及び試験用溶液類は，次による。 

1) 窒素 純度が，JIS K 1107 に規定する 2 級以上のもの。 

2) 二酸化炭素を除いた水 JIS K 8001：2017 の 5.8 c)（二酸化炭素を除いた水）による。 

3) ブロモチモールブルー溶液 JIS K 8842 に規定するブロモチモールブルー0.10 g を JIS K 8102 に規

定するエタノール（95）50 mL に溶かし，水で 100 mL にしたもの。褐色ガラス製瓶に保存する。 

4) 0.02 mol/L 塩酸（HCl：0.729 2 g/L） 1 mol/L 塩酸 10 mL を全量フラスコ 500 mL に正確にとり，

水を標線まで加えて混合した後，気密容器に入れて保存する。 

   なお，1 mol/L 塩酸を調製する場合は，JIS K 8180 に規定する塩酸（特級）を用い，JIS K 8001：
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2017 の JA.6.4 e)2)（1 mol/L 塩酸）に従って，調製，標定及び計算する。 

5) 0.05 mol/L 塩酸（HCl：1.823 g/L） 1 mol/L 塩酸 10 mL を全量フラスコ 200 mL に正確にとり，水

を標線まで加えて混合した後，気密容器に入れて保存する。 

6) 0.02 mol/L 水酸化ナトリウム溶液（NaOH：0.799 9 g/L） 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液 10 mL を

全量フラスコ 500 mL に正確にとり，二酸化炭素を除いた水を標線まで加えて混合した後，ポリエ

チレンなどの樹脂製気密容器に入れる。使用時に調製する。 

  なお，1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液を調製する場合は，JIS K 8576 に規定する水酸化ナトリウム

を用い，JIS K 8001:2017 の JA.6.4 r)1)（1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液）に従って，調製，標定及び

計算する。 

7) 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液（NaOH：2.000 g/L） 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液 10 mL を全

量フラスコ 200 mL に正確にとり，二酸化炭素を除いた水を標線まで加えて混合した後，ポリエチ

レンなどの樹脂製気密容器に入れる。使用時に調製する。 

b) 器具 主な器具は，次による。 

1) メスピペット JIS R 3505 に規定する呼び容量 0.1 mL~1.0 mL のもの。 

2) ピストン式ピペット JIS K 0970 に規定する 1 000 µL 以下のもの。 

3) 分液ロート JIS R 3503 の付図 32-1 又は付図 32-2 に規定する 100 mL のもの。 

c) 操作  操作は，次による。 

1) 試料溶液の調製は，あらかじめ窒素を約 200 mL/min の流量で約 2 分間通じて空気を置換した分液

ロートに，手早く二酸化炭素を除いた水 25 mL 及びブロモチモールブルー溶液 3 滴を加え，液面に

窒素を通じながら，0.02 mol/L 水酸化ナトリウム溶液又は 0.02 mol/L 塩酸を用いて，メスピペット

又はピストン式ピペットで中和するまで滴加する。直ちに試料 25 g（約 28.8 mL）を加えて，約 2 分

間激しく振り混ぜた後，放置する。あらかじめ窒素を約 2 分間通じて空気を置換した共通すり合わ

せ三角フラスコ 100 mL に下層を移す。  

2) 白の背景を用いて，試料溶液の上層の色を，共通すり合わせ三角フラスコの側方から観察する。 

3) 試料溶液の下層の色が，酸性側の色（黄）の場合，窒素を液面に通じながら，メスピペット又はピ

ストン式ピペットで 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液 0.14 mL を加える。 

4) 試料溶液の下層の色が，アルカリ性側の色（青）の場合，メスピペット又はピストン式ピペットで

0.05 mol/L 塩酸 0.13 mL を加える。 

d) 判定 3)の操作で試料溶液の色が，アルカリ性側の色（青）を示すか，又は 4)の操作で酸性側の色（黄）

を示すとき，“酸（HCl として）：質量分率 0.001 %以下（規格値），塩基（NaOH として）：質量分率

0.001 %以下（規格値）”とする。 

注記 酸（HCl として）及び塩基（NaOH として）の含有率（質量分率 %）は，次の式によって

求めることが可能である。この場合，0.05 mol/L 塩酸又は 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液

を少しずつ加えて，滴定を行う。 𝐵 = 0.001 823 × 𝑉ଵ × 𝑓ଵ𝑚ସ × 100 

ここで， B： 酸（HCl として）の含有率（質量分率 %） 
 V1： 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液の体積（mL） 
 f1： 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液のファクター 
 m4： はかりとった試料の質量（g） 
 0.001 823： 0.05 mol/L 水酸化ナトリウム溶液 1 mL に相当する HCl
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の質量を示す換算係数（g/mL） 𝐶 = 0.002 000 × 𝑉ଶ × 𝑓ଶ𝑚ସ × 100 

ここで， C： 塩基（NaOH として）の含有率（質量分率 %） 
 V2： 0.05 mol/L 塩酸の体積（mL） 
 f2： 0.05 mol/L 塩酸のファクター 
 m4： はかりとった試料の質量（g） 
 0.002 000： 0.05 mol/L 塩酸 1 mL に相当する NaOH の質量を示す換

算係数（g/mL） 

7.8 硫黄化合物（S として） 

7.8.1 一般 

硫黄化合物（S として）の試験方法は，7.8.2 又は 7.8.3 のいずれかによる。 

7.8.2 硫酸バリウム比濁法 

硫酸バリウム比濁法の試験方法は，次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は，次による。 

1) エタノール（95） JIS K 8102 に規定するもの。 

2) 塩化バリウム溶液（種晶溶液） 10 ℃に冷却した塩化バリウム溶液（100 g/L）8 mL に硫酸カリウ

ム・希エタノール溶液 1 mL を加え振り混ぜ，正確に 1 分間後に用いる。 

   なお，塩化バリウム溶液（100 g/L）及び硫酸カリウム・希エタノール溶液の調製は次による。 

   塩化バリウム溶液（100 g/L）の調製は，JIS K 8155 に規定する塩化バリウム二水和物 11.7 g をは

かりとり，水を加えて溶かし，更に水を加えて 100 mL にする。 

   硫酸カリウム・希エタノール溶液の調製は，JIS K 8962 に規定する硫酸カリウム 0.02 g をはかり

とり，水 70 mL を加えて溶かし，JIS K 8101 に規定するエタノール（99.5）を加えて 100 mL にす

る。 

3) 塩酸（1＋3） JIS K 8180 に規定する塩酸（特級）の体積 1 と水の体積 3 とを混合したもの。 

4) 塩酸（2＋1） JIS K 8180 に規定する塩酸（特級）の体積 2 と水の体積 1 とを混合したもの。 

5) 臭素水（飽和） JIS K 8529 に規定する臭素 3 mL～4 mL に水を加えて 100 mL にし，激しく振り混

ぜ，放置後に，上澄み液を用いる。褐色ガラス製瓶に保存する。 

6) 水酸化カリウム・エタノール溶液（30 g/L） JIS K 8574 に規定する水酸化カリウム 3.54 g をはか

りとり，エタノール（アルデヒド及びケトン試験用）70 mL に水を加えて 100 mL にした溶液を加え

て溶かし，100 mL にしたもの。 

   なお，エタノール（アルデヒド及びケトン試験用）は，JIS K 8101 に規定するエタノール（99.5）
500 mL に JIS K 8480 に規定する 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン 10 g 及び JIS K 8180 に規定する

塩酸（特級）0.2 mL を加え，共通すり合わせ還流冷却器を付けて，2 時間還流した後，蒸留する。

初留 100 mL を捨て，続く留分 300 mL を用いる。この留分は，着色してはならない。 

7) 水酸化ナトリウム溶液（100 g/L） JIS K 8576 に規定する水酸化ナトリウム 103 g をはかりとり，

水を加えて溶かし，更に水を加えて 100 mL にしたもの。ポリエチレンなどの樹脂製瓶に保存する。 

8) 硫黄標準液（SO4：0.01 mg/mL） JIS K 8001:2017 の JA.4（標準液）による。 
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b) 器具及び装置 主な器具及び装置は，次による。 

1) 共通すり合わせ平底試験管 容量 50 mL，直径約 24 mm で目盛のあるもの。 

2) pH 試験紙 中和が確認できるもの。 

3) 水浴 7.6 a)3)による。 

4) 共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留フラスコ 例を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留フラスコ 

c) 操作  操作は，次による。 

なお，有害な臭素ガスが発生するため，排気に注意する。 

1) 試料溶液の調製は，試料 2.0 g を共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留フラスコにはかりとり，水

酸化カリウム・エタノール溶液（30 g/L）10 mL を加え，30 分間加熱還流させた後，冷却器を通し

て水 20 mL を加え，冷却器を取り外し，蒸発乾固する。これに臭素水（飽和）5 mL を加え，15 分

間沸騰水浴上で加熱した後，pH 試験紙などを用いて塩酸(1＋3) で中和し，更に塩酸（1＋3）1 mL
を加え，煮沸して臭素を除き，全量が約 5 mL になるまで濃縮した後，pH 試験紙などを用いて水酸

化ナトリウム溶液（100 g/L）で中和して，少量の水で共通すり合わせ平底試験管に移し，塩酸（2＋
1）0.3 mL 及び水を加えて 25 mL にする。 

2) 比較溶液の調製は，硫黄標準液（S：0.01 mg/mL）6.0 mL を共通すり合わせ還流冷却器を付けた蒸留

フラスコにとり，水酸化カリウム・エタノール溶液（30 g/L）10 mL を加え，30 分間加熱還流させ

た後，冷却器を通して水 20 mL を加え，冷却器を取り外し，蒸発乾固する。これに臭素水（飽和）

5 mL を加え，15 分間水浴上で加熱した後，pH 試験紙などを用いて塩酸（1＋3）で中和し，更に塩

酸（1＋3）1 mL を加え，煮沸して臭素を除き，全量が約 5 mL になるまで濃縮した後，pH 試験紙な

どを用いて水酸化ナトリウム溶液（100 g/L）で中和して，少量の水で共通すり合わせ平底試験管に

移し，塩酸（2＋1）0.3 mL 及び水を加えて 25 mL にする。 

3) 試料溶液及び比較溶液それぞれに，エタノール（95）3 mL 及び塩化バリウム溶液（種晶溶液）2 mL
を加えて振り混ぜた後，30 分間放置する。 

4) 黒の背景を用いて，試料溶液及び比較溶液から得られたそれぞれの液を，共通すり合わせ平底試験
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管の上方又は側方から観察して，濁りを比較する。 

d) 判定 試料溶液から得られた液の濁りが，比較溶液から得られた液の濁りより濃くないとき，“硫黄化

合物（S として）：質量分率 0.003 %以下（規格値）”とする。 

7.8.3 蛍光 X 線分析法 

蛍光Ｘ分析法の試験方法は，次による。 

a) 試験用溶液類 試験用溶液類は，次による。 

・ 硫黄標準液（質量分率 250 ppm） 質量既知の全量フラスコ 100 mL に，GC 含量 98.0 ％以上のジ

ブチルスルフィド 0.98 g を 0.1 mg のけたまではかりとり，当規格の品質を満たすトルエンを加えて

溶解し，さらに，トルエンを標線まで加えた後，その質量をはかる。次いで，この溶液 25 mL を全

量ピペットで全量フラスコ 250 mL にとり，トルエンを標線まで加え混合したもの。 

   硫黄濃度は，次の式で算出する。 

Ｄ = 0.021 94 × 𝐸𝐹 × 10଺ 

       ここで， Ｄ：硫黄標準値（質量分率 ppm） 

            E：ジブチルスルフィドのはかりとり量（g） 

            F：全量フラスコ 100 mL にはかりとったジブチルスルフィドとトルエンとの 

              質量（g） 

         0.021 94：ジブチルスルフィドから硫黄への換算係数 

なお，市販の鉱物油，トルエン溶液などの蛍光 X 線測定用認証標準液又は標準試料をトルエンで希

釈して用いてよい。 

b) 装置 主な装置は，次による。 

・ 蛍光 X 線分析装置 硫黄の測定に適したもので，装置の構成は，JIS K 0119：2008 による。 

c) 操作  操作は，次による。 

なお，装置の測定条件は，各製造業者の推奨するものとする。 

1) 試料を十分にかき混ぜた後，試料セルに採取する。 

2) 試料セルを試験装置に正しく置き，硫黄の蛍光 X 線の計数率及びそのバックグラウンドの計数率を

測定する。  

3) 硫黄標準液（質量分率 250 ppm）を質量分率 0.003 %付近で 3 点ほどの濃度に試料で希釈した標準液

を用いて検量線を作成し，定量する。 

d) 計算 JIS K 0119:2008 の 10.1 の c)（標準添加法）によって，分析種の含有率を計算する。 

e) 判定 計算して得られた含有率が，規格値を満足しているとき，“硫黄化合物（S として）：質量分率

0.003 %以下（規格値）”とする。 

7.9 チオフェン（C4H4S として） 

チオフェン（C4H4S として）の試験方法は。次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は，次による。 

1) 硫酸 JIS K 8951 に規定するもの。 

2) 2,3-インドリンジオン・硫酸溶液 JIS K 8089 に規定する 2,3-インドリンジオン 0.1 g をはかりとり，
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JIS K 8951 に規定する硫酸 20 mL を加えて溶かしたもの。褐色ガラス製瓶に保存する。 

b) 器具  主な器具は，次による。 

・ 共通すり合わせ平底試験管 7.8.2 b)1)による。 

c) 操作  操作は，次による。 

1) 試料溶液の調製は，試料 17 g を共通すり合わせ平底試験管にはかりとり硫酸 10 mL 及び 2,3-インド

リンジオン・硫酸溶液 0.5 mL を加え，2 分間激しく振り混ぜた後，1 時間放置しする。 

2) 白の背景を用いて，試料溶液を，共通すり合わせ平底試験管の上方又は側方から色を観察する。 

d) 判定 硫酸層が黄にとどまり，緑又は青とならないとき，“チオフェン（C4H4S として）：試験適合（規

格値）”とする。 

7.10 硫酸着色物質 

硫酸着色物質の試験方法は，次による。 

a) 試薬及び試験用溶液類 試薬及び試験用溶液類は，次による。 

1) 硫酸 7.9 a)1)による。 

2) 塩化コバルト（II）比色原液 JIS K 8129 に規定する塩化コバルト（II）六水和物 59.5 g（質量分率

100 %としての相当質量）をビーカー1 000 mL にはかりとり，塩酸（1＋39）を加えて溶かし，全量

フラスコ 1 000 mL に移し，更に塩酸（1＋39）を標線まで加えて混合したもの。 

   なお，塩酸（1＋39）の調製は，JIS K 8180 に規定する塩酸（特級）の体積 1 と水の体積 39 とを

混合する。 

3) 塩化鉄（III）比色原液 JIS K 8142 に規定する塩化鉄（III）六水和物 45.0 g（質量分率 100 %とし

ての相当質量）をビーカー1 000 mL にはかりとり，塩酸（1＋39）を加えて溶かし，全量フラスコ 1 
000 mL に移し，更に塩酸（1＋39）を標線まで加えて混合したもの。 

4) 硫酸銅（II）比色原液 JIS K 8983 に規定する硫酸銅（II）五水和物 62.4 g（質量分率 100 %として

の相当質量）をビーカー1 000 mL にはかりとり，塩酸（1＋39）を加えて溶かし，全量フラスコ 1 000 
mL に移し，更に塩酸（1＋39）を標線まで加えて混合したもの。 

b) 着色の程度の適合限度標準 着色の程度の適合限度標準“比色標準液 A”の調製は，次による。 

表 3 に示す割合によって比色標準液 A 5.0 mL を共通すり合わせ平底試験管に調製する。 

表 3－硫酸着色物質試験用比色標準液 A 

比色標準液の記号 
比色原液 

水 塩化コバルト

（II） 
塩化鉄（III） 硫酸銅（II） 

A 0.1 mL 0.4 mL 0.1 mL 4.4 mL 

c) 器具 主な器具は，次による。 

・ 共通すり合わせ平底試験管 7.8.2 b)1)による。 

d) 操作 操作は，次による。 

1) 試料溶液の調製は，共通すり合わせ平底試験管に試料 15 mL をとり，振り混ぜながら，硫酸 5 mL
を注意して徐々に加え，栓をして 30 秒間激しく振り混ぜ，15 分間放置する。 

2) 白の背景を用いて，試料溶液から得られた下層の色を，共通すり合わせ平底試験管の側方から観察

して比色標準液 A の色と比較する。 

e) 判定 試料溶液の下層から得られた液の色が，比色標準液 A の色より濃くないとき，“硫酸着色物質：

試験適合（規格値）”とする。 
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8 容器 

容器は，遮光した気密容器とする。 

9 表示 

容器には，次の事項を表示する。 

a) この規格の番号 

b) 名称“トルエン”及び“試薬”の文字 

c) 種類 

d) 化学式及び式量 

e) 純度 

f) 内容量 

g) 製造番号 

h) 製造業者名又はその略号 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS K 8680 ISO 6353-2:1983（MOD） 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

1 1 変更 ISO 規格は，化学分析用試薬 40 品目の仕様

について規定しているが，JIS は 1 品目 1 規

格について規定している。 

一般的な説明事項であ

り，技術上の差異はない

ため，対策は取らない。 
2 － － ― － 

3 － 追加 JIS は，規格を理解するため追加している。 一般的な説明事項であ

り，技術上の差異はない

ため，対策は取らない。 
4 － 追加 JIS は，識別の目的で追加している。 

5 － 追加 JIS は，品目の特定の目的で追加している。 

6 R39.1 変更 追加項目：屈折率 n20
D  

規格値変更：密度（20 ℃），水分，不揮発物 
JIS は，必要に応じ，規格

値を厳しくしている。対

策は取らない。 
7.1 － 追加 JIS は，個別試験に必要な一般事項の引用先

を記載している。 

一般的な説明事項であ

り，技術上の差異はない

ため，対策は取らない。 

 

7.2 R 39.2.2 変更 JIS は，技術の進歩に伴い，カラム及び測定

条件を変更している。 
7.3 R 39.2.1 変更 JIS は，単位を変更し，振動式密度計法を追

加している。 
7.4 － 追加 JIS は，物性確認のため追加している。 

7.5 R 39..2.8 変更，追加 JIS は，規格値を変更し，電量滴定法を追加

している。 
7.6 R 39.2.3 変更 JIS は，規格値及び試料量を変更している。 

7.7 R 39.2.4 変更 JIS は，単位及び試料量などを変更してい

る。 
7.8 R 39.2.6 変更，追加 JIS は，試薬濃度などを変更し，蛍光 X 線

分析法を追加している。 
7.9 R 39.2.7 変更 JIS は，試料量及び試薬濃度などを変更して

いる。 
7.10 R 39.2.5 変更 JIS は，比色標準液を変更している。 

8 － 追加 試薬の安定性に必要なため，追加している。 

9 － 追加 使用者が必要とする試薬の情報を明確化す

るため追加している。 
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 

－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 




